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要望番号 14:高鷲北小学校

【国道 156線】

高鷲町ひるがの4670-282 付近（高鷲北小学校付近）

・ひるがの地区の国道156号線は、黄色のセンターラインで追い越し

禁止区域となっている。しかし、センターラインが消えてしまっているた

め、スピードを出して前方の車を追い越し通過する車が見受けられる。

通学の際、多くの児童が国道沿いの歩道を利用しているため大変

危険である。

【対策案】 センターライン(黄色)の再設置

（事業主体:警察（公安））

センターライン(黄色)の再設置

※センターライン(黄色)の再設置
エリアの一部を抜粋


